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(57)【要約】
【課題】所望する楽曲のメドレー歌唱を容易に行うこと
を可能とするカラオケ装置を提供する。
【解決手段】第１の予約部に登録された楽曲を順番に演
奏するカラオケ装置であって、利用者が選択したメドレ
ー歌唱を希望する楽曲、及び当該楽曲の所定の演奏区間
を示す区間情報が登録される第２の予約部と、前記第２
の予約部に所定数の楽曲が登録されたかどうかを判断す
る判断部と、前記第２の予約部に所定数の楽曲が登録さ
れた場合、前記第２の予約部に登録された楽曲をメドレ
ー楽曲として第１の予約部に登録するメドレー登録部と
を有するカラオケ装置。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の予約部に登録された楽曲を順番に演奏するカラオケ装置であって、
　利用者が選択したメドレー歌唱を希望する楽曲、及び当該楽曲の所定の演奏区間を示す
区間情報が登録される第２の予約部と、
　前記第２の予約部に所定数の楽曲が登録されたかどうかを判断する判断部と、
　前記第２の予約部に所定数の楽曲が登録された場合、前記第２の予約部に登録された楽
曲をメドレー楽曲として第１の予約部に登録するメドレー登録部と、
　を有することを特徴とするカラオケ装置。
【請求項２】
　前記第２の予約部に登録される前記区間情報は、前記利用者により選択された演奏区間
を示すことを特徴とする請求項１記載のカラオケ装置。
【請求項３】
　前記メドレー登録部は、前記第１の予約部に登録された楽曲がある場合、前記メドレー
楽曲を当該登録された楽曲の前に登録することを特徴とする請求項１または２記載のカラ
オケ装置。
【請求項４】
　前記第２の予約部に登録されている楽曲の数が前記所定数に満たない場合、前記第２の
予約部に登録されている楽曲の数と前記所定数との差分を表示部に表示させる表示制御部
を有することを特徴とする請求項１～３のいずれか一つに記載のカラオケ装置。
【請求項５】
　前記第２の予約部に登録されている楽曲の数が前記所定数に満たない場合、所定時間毎
にメドレー楽曲用の楽曲を登録するよう促すメッセージを表示部に表示させる表示制御部
を有することを特徴とする請求項１～３のいずれか一つに記載のカラオケ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はカラオケ装置に関する。
【０００２】
　カラオケ装置で歌唱される楽曲は一曲が４～５分間と長いものが一般的である。従って
、カラオケ装置一台の利用者が多ければ多いほど、一人当たりの歌唱できる時間が短くな
る。一方、ドラマの主題歌やＣＭ曲、アニメソングのようにサビや特定のメロディだけ知
っている楽曲については、その部分だけ歌えれば良いと考える利用者も存在する。
【０００３】
　このような場合、複数の楽曲それぞれに設けられた所定の長さの演奏区間（たとえばサ
ビ部分）を繋ぎ合わせて構成されるメドレー楽曲を利用することができる。通常、このよ
うなメドレー楽曲は、カラオケ事業者によって予め作成されるものであり、楽曲の組み合
わせは決められている。よって、利用者が望む楽曲や演奏区間を含んだメドレー楽曲が必
ずしも用意されているとは限らない。
【０００４】
　ここで、たとえば特許文献１及び特許文献２には、所望の楽曲等をメドレー化する技術
が開示されている。
【０００５】
　特許文献１は、利用者が絞り込んだ楽曲を電子目次本のメモ帳に一時的に記憶させ、メ
モ帳に登録されている複数楽曲をメドレー編集し、カラオケ装置に送信する技術が開示さ
れている。
【０００６】
　また、特許文献２には、グループ登録された各利用者の採点上位楽曲を抽出し、抽出し
た楽曲の中で採点値が良い区間を繋ぎ合わせてメドレー編集を行う技術が開示されている
。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００４－２７２１６３号公報
【特許文献２】特開２００７－２９８６９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献１及び特許文献２に開示されている技術によれば、希望する楽曲や得意な楽曲
（演奏区間）に基づいてメドレー編集を行うことができる。しかし、編集されたメドレー
楽曲の予約は利用者が歌唱状況等を確認しながら都度行う必要があるため煩雑である。
【０００９】
　本発明の目的は、所望する楽曲のメドレー歌唱を容易に行うことが可能なカラオケ装置
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するための主たる発明は、第１の予約部に登録された楽曲を順番に演奏
するカラオケ装置であって、利用者が選択したメドレー歌唱を希望する楽曲、及び当該楽
曲の所定の演奏区間を示す区間情報が登録される第２の予約部と、前記第２の予約部に所
定数の楽曲が登録されたかどうかを判断する判断部と、前記第２の予約部に所定数の楽曲
が登録された場合、前記第２の予約部に登録された楽曲をメドレー楽曲として第１の予約
部に登録するメドレー登録部とを有することを特徴とするカラオケ装置である。
　本発明の他の特徴については、後述する明細書及び図面の記載により明らかにする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、所望する楽曲のメドレー歌唱を容易に行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施形態に係るカラオケ装置の概略を示す図である。
【図２】実施形態に係るカラオケ本体のハードウェア構成例を示す図である。
【図３】実施形態に係るカラオケ本体のソフトウェア構成例を示す図である。
【図４Ａ】実施形態に係るリモコン装置の表示画面を示す図である。
【図４Ｂ】実施形態に係るリモコン装置の表示画面を示す図である。
【図５】実施形態に係る台本データのデータ構造を示す図である。
【図６】実施形態に係るカラオケ装置の処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　後述する明細書及び図面の記載から、上記の主たる発明の他、少なくとも以下の事項が
明らかとなる。
【００１４】
　すなわち、前記第２の予約部に登録される前記区間情報が、前記利用者により選択され
た演奏区間を示すカラオケ装置が明らかとなる。このようなカラオケ装置によれば、メド
レー歌唱したい演奏区間（たとえば、サビ、Ａメロ）を利用者が指定することができる。
【００１５】
　また、前記メドレー登録部が、前記第１の予約部に登録された楽曲がある場合、前記メ
ドレー楽曲を当該予約された楽曲の前に登録するカラオケ装置が明らかとなる。このよう
なカラオケ装置によれば、メドレー楽曲を他の楽曲の予約に優先して登録することができ
る。すなわち、メドレー歌唱を優先的に行うことができる。
【００１６】
　また、前記第２の予約部に登録されている楽曲の数が前記所定数に満たない場合、前記
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第２の予約部に登録されている楽曲の数と前記所定数との差分を表示部に表示させる表示
制御部を有するカラオケ装置が明らかとなる。或いは、前記第２の予約部に登録されてい
る楽曲の数が前記所定数に満たない場合、所定時間毎にメドレー楽曲用の楽曲を登録する
よう促すメッセージを表示部に表示させる表示制御部を有するカラオケ装置が明らかとな
る。これらのカラオケ装置によれば、メドレー楽曲の登録が少ない場合に、利用者に楽曲
の登録を促すことができる。
【００１７】
＜実施形態＞
　図１～図６を参照して、実施形態に係るカラオケ装置１について説明する。
【００１８】
＝＝カラオケ装置＝＝
（ハードウェア構成）
　カラオケ装置１は、カラオケ演奏及び歌唱者が歌唱を行うための装置である。図１に示
すように、カラオケ装置１は、カラオケ本体１０、スピーカ２０、表示装置３０、マイク
４０、及びリモコン装置５０を備える。
【００１９】
　スピーカ２０はカラオケ本体１０からの放音信号に基づいて放音するための構成である
。表示装置３０はカラオケ本体１０からの信号に基づいて映像や画像を画面に表示するた
めの構成である。マイク４０は歌唱者の音声（歌唱音声）をアナログの音声信号に変換し
てカラオケ本体１０に入力するための構成である。リモコン装置５０は、カラオケ本体１
０に対する各種操作をおこなうための装置である。歌唱者はリモコン装置５０を用いてカ
ラオケ装置１の起動、楽曲の予約等を行うことができる。リモコン装置５０のディスプレ
イには各種操作の指示入力を行うためのアイコンが表示される。
【００２０】
　カラオケ本体１０は、選択された楽曲の演奏制御、歌詞や背景映像等の表示制御、マイ
ク４０を通じて入力された歌唱音声信号の処理といった、カラオケ歌唱に関する各種の制
御を行う。図２はカラオケ本体１０のハードウェア構成例を示す図である。カラオケ本体
１０は、制御部１１、通信部１２、記憶部１３、音響処理部１４、表示処理部１５及び操
作部１６を備える。各構成はインターフェース（図示なし）を介してバスＢに接続されて
いる。
【００２１】
　制御部１１は、ＣＰＵ１１ａおよびメモリ１１ｂを備える。ＣＰＵ１１ａは、メモリ１
１ｂに記憶された動作プログラムを実行することにより各種の制御機能を実現する。メモ
リ１１ｂは、ＣＰＵ１１ａに実行されるプログラムを記憶したり、プログラムの実行時に
各種情報を一時的に記憶したりする記憶装置である。
【００２２】
　通信部１２は、ルーター（図示なし）を介してカラオケ本体１０を通信回線に接続する
ためのインタフェースを提供する。
【００２３】
　記憶部１３は、各種のデータを記憶する大容量の記憶装置であり、たとえばハードディ
スクドライブなどである。
【００２４】
　記憶部１３は、複数の楽曲データを記憶する。楽曲データは、カラオケ装置１によりカ
ラオケ演奏を行うためのデータである。カラオケ装置１が楽曲データに基づいて楽曲を演
奏することにより、歌唱者はカラオケの歌唱が可能となる。楽曲データは、楽曲毎に所定
のＩＤ（楽曲ＩＤ）が付与されている。楽曲データは、ＭＩＤＩデータ、リファレンスデ
ータ、歌詞データ等を含む。
【００２５】
　本実施形態において、楽曲毎に所定の長さの演奏区間が設定されている。演奏区間は、
楽曲中の一部の区間（たとえば、サビの部分）を抽出したものである。演奏区間は、メド
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レー楽曲を演奏する場合等に利用される（詳細は後述）。演奏区間は、各楽曲において少
なくとも一つ設定されている。記憶部１３は、演奏区間を楽曲データに関連付けて記憶し
ている。
【００２６】
　音響処理部１４は、制御部１１の制御に基づき、カラオケ楽曲に対する演奏の制御およ
びマイク４０を通じて入力された音声信号の処理を行う。音響処理部１４は、たとえばＭ
ＩＤＩ音源、ミキサ、アンプ（いずれも図示なし）を含む。ＭＩＤＩ音源は、楽曲データ
に基づいて楽音信号を生成する。ミキサは、当該音楽信号およびマイク４０から出力され
る音声信号を適当な比率でミキシングしてアンプに出力する。アンプは、ミキサからのミ
キシング信号を増幅し、放音信号としてスピーカ２０へ出力する。これにより、スピーカ
２０からは放音信号に基づくカラオケ演奏音およびマイク４０からの歌唱音声が放音され
る。
【００２７】
　表示処理部１５は、制御部１１の制御に基づき、表示装置３０やリモコン装置５０にお
ける各種表示に関する処理を行う。たとえば、表示処理部１５は、カラオケ演奏時におけ
る背景映像に歌詞テロップや各種アイコンが重ねられた映像を表示装置３０に表示させる
制御を行う。
【００２８】
　操作部１６は、パネルスイッチおよびリモコン受信回路などからなり、歌唱者によるカ
ラオケ装置１のパネルスイッチあるいはリモコン装置５０の操作に応じて予約信号、演奏
中止信号などの操作信号を制御部１１に対して出力する。制御部１１は、操作部１６から
の操作信号を検出し、対応する処理を実行する。
【００２９】
（ソフトウェア構成）
　図３はカラオケ本体１０のソフトウェア構成例を示す図である。カラオケ本体１０は、
第１の予約部１００、第２の予約部２００、判断部３００及びメドレー登録部４００を備
える。第１の予約部１００及び第２の予約部２００は記憶部１３が提供する記憶領域の一
部として実現される。判断部３００、及びメドレー登録部４００は、ＣＰＵ１１ａがメモ
リ１１ｂに記憶されるプログラムを実行することにより実現される。
【００３０】
［第１の予約部］
　第１の予約部１００は、利用者により予約された楽曲が所定の順番で登録される。楽曲
の予約は、たとえば、リモコン装置５０を用いて様々な条件で検索を行い、検索結果から
所望の楽曲を選択することにより行う。リモコン装置５０は、選択された楽曲を示す楽曲
情報（楽曲ＩＤ）を第１の予約部１００に送信する。送信された楽曲（楽曲情報）は、順
番に第１の予約部１００に登録される。カラオケ装置１は、第１の予約部１００に登録さ
れた楽曲情報に対応する楽曲データを記憶部１３から順番に読み出し、当該楽曲データに
基づいてカラオケ演奏を行う。
【００３１】
［第２の予約部］
　第２の予約部２００は、利用者が選択したメドレー歌唱を希望する楽曲、及び当該楽曲
の所定の演奏区間を示す区間情報が登録される。
【００３２】
　図４Ａ～図５を参照して第２の予約部２００に関する詳細な説明を行う。図４Ａ及び図
４Ｂはリモコン装置５０の表示画面である。図５は、第２の予約部２００に登録される情
報のデータ構造例を示す図である。なお、リモコン装置５０の表示制御は、たとえばリモ
コン装置５０の制御部（図示無し）が行う。また、リモコン装置５０の表示画面に表示さ
れる各種データは、たとえばリモコン装置５０の記憶部（図示無し）に記憶されている。
【００３３】
　利用者がリモコン装置５０を介してある楽曲を選択した場合、リモコン装置５０には、
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その楽曲をフルコーラスで歌唱するか、メドレー楽曲として歌唱するかを選択するための
アイコン（「フルコーラス」アイコン）「メドレー」アイコン）が表示される（図４Ａ参
照）。利用者が「メドレー」アイコンを選択した場合、当該楽曲中どの演奏区間を歌唱す
るかを選択するための画面が表示される（図４Ｂ参照）。当該画面には、楽曲を構成する
演奏区間を示すアイコンが複数表示される。利用者は、複数のアイコンの中から歌唱する
演奏区間に対応するアイコンを選択する。その後、「決定」アイコン（図４Ｂ参照）が選
択されると、リモコン装置５０は、利用者が選択した楽曲を示す楽曲情報（たとえば、楽
曲ＩＤ）及び当該楽曲に対して指定した演奏区間を示す区間情報（サビ、Ａメロ等）をカ
ラオケ本体１０に送信する。
【００３４】
　カラオケ本体１０では、記憶部１３内に第２の予約部２００（たとえば、キューに相当
するデータ構造）が構築される。第２の予約部２００には、リモコン装置５０から送信さ
れた楽曲情報及び区間情報が所定の順番で登録される。図５は、第２の予約部２００に記
憶されるデータ構造の一例を示す。各データ構造に対しては、メドレー楽曲を識別するた
めの情報（メドレー楽曲ＩＤ）が付与される。楽曲情報及び区間情報は、メドレー楽曲Ｉ
Ｄ毎に所定の順番に登録される。このようにして登録されたメドレーＩＤ毎のデータは、
所謂、台本データを構成する。なお、登録した順番を入れ替えることも可能である。たと
えば、一のメドレー楽曲のデータ構造が完成した時点で、制御部１１が楽曲情報の順番を
組み替えることも可能である。また、所定の演奏区間は楽曲毎に予め決まっていてもよい
し、上記例のように利用者により選択されることでもよい。また、台本データには、メド
レー楽曲を歌唱する際に楽曲間のタイミングや音程を合わせやすくするための接続フレー
ズ（短時間の間奏）データが組み込まれていてもよい。接続フレーズデータは、たとえば
記憶部１３に記憶されている。
【００３５】
［判断部］
　判断部３００は、第２の予約部２００に所定数の楽曲が登録されたかどうかを判断する
。所定数は任意の値（たとえば、５曲、８曲、１０曲）を設定することが可能である。所
定数はカラオケ装置１毎に予め設定されていてもよいし、リモコン装置５０等を介して利
用者がカラオケ歌唱の都度、指定することでもよい。
【００３６】
　判断部３００は、たとえば、ある楽曲が第２の予約部２００に登録されたタイミングで
第２の予約部２００に登録されている楽曲の数を確認し、所定数と比較する。第２の予約
部２００に所定数の楽曲が登録されていると判断した場合、判断部３００は、その旨の信
号をメドレー登録部４００に送信する。
【００３７】
［メドレー登録部］
　メドレー登録部４００は、第２の予約部２００に所定数の楽曲が登録された場合、第２
の予約部に登録された楽曲をメドレー楽曲として第１の予約部１００に登録する。
【００３８】
　具体的には、メドレー登録部４００は、第２の予約部２００で構成された台本データに
対応するメドレー楽曲ＩＤを第１の予約部１００に登録する。
【００３９】
　ところで、第２の予約部２００に所定数の楽曲が登録された時点において、既に第１の
予約部１００に楽曲が予約されている場合ありうる。この場合、メドレー登録部４００は
、予約待ち行列の最後に第２の予約部２００に登録されたメドレー楽曲（ＩＤ）を登録す
ることができる。
【００４０】
　或いは、メドレー登録部４００は、既に第１の予約部１００に登録された楽曲がある場
合、メドレー楽曲（ＩＤ）を当該登録された楽曲の前に登録することも可能である。すな
わち、判断部３００より上述の信号を受信した場合、メドレー登録部４００は、先の予約
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に優先してメドレー楽曲（ＩＤ）を割り込み登録してもよい。
【００４１】
　メドレー楽曲を演奏する場合、カラオケ装置１は、メドレー楽曲ＩＤに基づいて、第２
の予約部２００から台本データを読み出し、台本データに含まれるメドレー楽曲を構成す
る楽曲ＩＤに基づいて楽曲データを特定する。次に、カラオケ装置１は、特定された楽曲
データから区間情報に対応する所定の演奏区間の楽曲データを読み出し、台本データに登
録されている順番でカラオケ演奏を行う。
【００４２】
＝＝カラオケ装置１の動作について＝＝
　次に、図６を参照して本実施形態におけるカラオケ装置１の動作の具体例について述べ
る。図６は、カラオケ装置１の動作例を示すフローチャートである。
【００４３】
　利用者は、リモコン装置５０を介し、メドレー歌唱を希望する楽曲、及び当該楽曲にお
いて歌唱を希望する演奏区間（所定の演奏区間）を選択する（楽曲及び演奏区間の選択。
ステップ１０）。
【００４４】
　第２の予約部２００には、ステップ１０で選択された楽曲を示す楽曲情報、及び選択さ
れた演奏区間を示す区間情報が登録される（第２の予約部への登録。ステップ１１）。
【００４５】
　判断部３００は、第２の予約部２００に所定数の楽曲が登録されたかどうかを判断する
。
【００４６】
　所定数の楽曲が登録された場合（ステップ１２でＹの場合）、メドレー登録部４００は
、第２の予約部２００に登録された楽曲をメドレー楽曲として第１の予約部１００に登録
する（メドレー楽曲の登録。ステップ１３）。
【００４７】
　カラオケ装置１は、第１の予約部１００に登録された順番で楽曲のカラオケ演奏を行う
。ステップ１３で登録されたメドレー楽曲の順番が来た場合、カラオケ装置１は、メドレ
ー楽曲に対応する台本データを第２の予約部２００から読み出す。そして、カラオケ装置
１は、台本データに基づいて、対応する楽曲の演奏区間データを読み出してカラオケ演奏
を行う（メドレー楽曲の演奏。ステップ１４）。
【００４８】
　このように、本実施形態に係るカラオケ装置１によれば、利用者がメドレーの編集作業
や登録作業を行わなくとも、所望する楽曲のメドレー歌唱を容易に行うことが可能となる
。すなわち、本実施形態に係るカラオケ装置１によれば、第２の予約部２００に予約され
た楽曲が所定数になった場合、自動でメドレー楽曲が登録されるため、利用者はメドレー
歌唱したい楽曲を選ぶだけで簡単にメドレー歌唱を行うことができる。従って、予約の順
番等を気にすることなく、自由な歌唱が可能となるため、ストレスの少ないカラオケが楽
しめる。また、メドレー歌唱される楽曲は、サビの認知度が高いＣＭ曲だったり、１番だ
け認知度が高いアニメソングだったりするなど、話題性の高い曲である確率が高く、その
ような楽曲を定期的にメドレー歌唱することによって、その場を盛り上げることが可能と
なる。
【００４９】
　なお、本実施形態の構成は複数人での歌唱を前提とするものではない。一人の歌唱者が
複数の楽曲を選択し、メドレー歌唱を行う場合であっても利用可能である。
【００５０】
　また、ここでは第２の予約部２００をカラオケ本体１０の記憶部１３の記憶領域の一部
として構成する例について述べたがこれに限られない。
【００５１】
　たとえば、リモコン装置５０の記憶部（図示無し）の記憶領域の一部を第２の予約部２
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００として構成する。また、所定のプログラムを実行することにより、リモコン装置５０
の制御部（図示無し）を判断部３００として機能させる。
【００５２】
　この場合、判断部３００が予め設定された所定数が登録されたと判断した場合、リモコ
ン装置５０の表示画面には「メドレー楽曲送信」アイコンが表示される。利用者がこのア
イコンを選択することで、メドレー楽曲ＩＤがカラオケ本体１０に送信される。カラオケ
本体１０のメドレー登録部４００は、メドレー楽曲ＩＤを第１の予約部１００に登録する
。メドレー楽曲を演奏する場合、カラオケ装置１は、リモコン装置５０の記憶部から対応
する台本データを読み出し、当該台本データに基づいてメドレー楽曲のカラオケ演奏を行
う。
【００５３】
＜その他の構成＞
　上述の実施形態の構成によれば、所定数の楽曲が第２の予約部２００に登録されるまで
はメドレー歌唱が開始されない。そこで、第２の予約部２００にどれだけの楽曲が登録さ
れているかを確認したいと考える利用者もいる。この場合、たとえば制御部１１は、表示
処理部１５を制御し、第２の予約部２００に登録されている楽曲数や楽曲名のリストを提
示するためのアイコンをリモコン装置５０の表示画面に表示させてもよい。
【００５４】
　更には、第２の予約部２００に登録されている楽曲の数が所定数に満たない場合、制御
部１１は、表示処理部１５を制御し、第２の予約部２００に登録されている楽曲の数と所
定数との差分を表示部（表示装置３０或いはリモコン装置５０の表示画面）に表示させる
ことも可能である。たとえば、所定数５曲に対して、登録されている楽曲の数が３曲の場
合、制御部１１は、表示処理部１５を制御し「あと３曲でメドレー登録できます。」とい
う文字テロップを表示装置３０に表示させる。
【００５５】
　或いは、第２の予約部２００に登録されている楽曲の数が所定数に満たない場合、制御
部１１は、表示処理部１５を制御し、所定時間毎にメドレー楽曲用の楽曲を登録するよう
促すメッセージを表示部（表示装置３０或いはリモコン装置５０の表示画面）に表示させ
ることでもよい。制御部１１は、表示処理部１５を制御し、たとえば１５分毎に「メドレ
ー登録受付中」というテロップを表示装置３０に表示させる。
【００５６】
　上述の制御部１１及び表示処理部１５は、「表示制御部」の一例である。また、文字テ
ロップを示すための文字データは、記憶部１３等に予め記憶されている。
【００５７】
　上記実施形態等は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定するものではない
。上記の構成は、適宜組み合わせて実施することが可能であり、発明の要旨を逸脱しない
範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。上記実施形態やその変形は、
発明の範囲や要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範
囲に含まれる。
【符号の説明】
【００５８】
　１　カラオケ装置
　１０　カラオケ本体
　１１　制御部
　１３　記憶部
　３０　表示装置
　５０　リモコン装置
　１００　第１の予約部
　２００　第２の予約部
　３００　判断部
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　４００　メドレー登録部
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